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 標記について、別添のとおり取扱いを定めるとともに、平成２９年４月１日から適用することとしま

したので通知します。 

 

 

（別添） 

 

公共施設の設置に起因する日陰により生ずる太陽光発電設備に対
する損害等に係る費用負担について 

 

 （費用負担の要件） 

第１条 公共事業の施行に係る公共施設の設置により生じた日陰により、太陽光発電設備を利用している者   

（当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から太陽光発電設備を利用している者（以下「発電設備利用

者」という。）に限る。）に社会生活上受忍すべき範囲（以下「受忍限度」という。）を超える損害等が

生ずると認められる場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担するこ

とができるものとする。 

 （費用負担額の算定） 

第２条 前条の規定により負担する費用は、原則として、既存の太陽光発電設備の機能を回復すること（以

下「機能回復」という。）に要する費用とするものとする。この場合において機能回復は、従前の発電電

力量を既存の太陽光発電設備を移設する方法で技術的及び経済的に合理的と認められる方法により回復さ

せるものとし、付録の式によって算定するものとする。 

２ 前項の機能回復は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年８月３０

日法律第１０８号）（以下「再エネ特措法」という。）」第２条第５項に基づく特定契約（ＦＩＴ制度）

における調達価格又は同法第２条の２に基づく供給促進交付金の交付（ＦＩＰ制度）における基準価格（以

下「調達価格等」という。）の変更を伴わない範囲内で行うものとする。 

３ 前項に規定する機能回復によることが著しく困難又は合理的ではないと認められる場合において負担す

る費用は、従前の発電電力量が減少することにより通常生ずる損害等の額とするものとし、次の各号に掲

げる買取区分に応じて、付録の式によって算定するものとする。 

 一 買取区分が余剰買取の場合 

   発電電力量が減少することにより通常生ずる損害等の額（売電価格及び買電価格）とし、付録の式に

よって算定するものとする。 

 二 買取区分が全量買取の場合 

   発電電力量が減少することにより通常生ずる損害等の額（売電価格）とし、付録の式によって算定す

るものとする。 



 （事前の費用の負担） 

第３条 当該地域において、日陰時間と発電電力量の減少との関係につき専門家等による調査結果等の知見

があり、日陰時間の増加により発電電力量が減少し、発電設備利用者に受忍限度を超える損害等が生ずる

と認められる場合においては、当該損害等の発生前に合理的かつ妥当な範囲で必要な措置を行うために要

する費用を負担することができるものとする。 

２ 前項の費用負担については、第２条の規定を準用する。 

 （費用負担の請求期限） 

第４条 費用の負担は、発電設備利用者から当該公共施設の設置に係る工事の完了の日（以下「工事の完了

の日」という。）から１年を経過する日までに請求があった場合に限り、行うことができるものとする。 

 （費用負担の方法） 

第５条 費用の負担は、金銭をもって行うものとし、この場合においては、渡し切りとするものとする。 

 （経過措置） 

第６条 公共施設の設置により生じた日陰による太陽光発電設備に対する損害等でその費用負担について現

に協議中のものについては、第４条の規定にかかわらず、第１条から第３条まで及び第５条の定めるとこ

ろにより、費用を負担することができるものとする。 

 

付録 

１ 既存の太陽光発電設備を移設する場合 

  費用負担額＝既存の太陽光発電設備の移設費＋維持管理費の増加分＋その他経費等－発生材価格 

（１）既存の太陽光発電設備の移設費は、日陰の影響により発電電力量が低下することとなる太陽光発電設

備のモジュール等の移設に要する工事費とする。 

（２）維持管理費の増加分は、次式により算定した額とする。 
 
           （１＋ｒ）

n
－１ 

   維持管理費＝Ａ×         
            ｒ（１＋ｒ）

ｎ
 

  

 ア Ａは、移設した太陽光発電設備に係る年均等化経常費（設備の性能を維持するための保証又はメンテ

ナンス体制の確保に要する費用等）から既存の太陽光発電設備に係る年均等化経常費を控除した額とす

る。 

 イ ｒは、年利率とし、埼玉県県土整備部・都市整備部の公共用地の取得に伴う損失補償取扱要領第３２

第１項（１）に定める年利率を準用する。 

 ウ ｎは、移設した太陽光発電設備の維持管理費の費用負担の対象となる年数とし、当該太陽光発電設備

の利用開始日から公共施設の設置に係る工事の着手の日又は太陽光発電設備の利用開始日（ただし、工

事の完了の日以前の場合に限る。）のいずれか遅い方の日（以下「算定の起算日」という。）までの年

数を２０年から控除した年数とする。 

（３）その他の経費等は、既存の太陽光発電設備の移設に伴い必要となるその他の経費、大規模な太陽光発

電設備において著しく移設の工事期間を要する場合等に発生する減電期間中の損害等とする。 

（４）発生材価格は、既存の太陽光発電設備を移設することにより不用となる既存の基礎、架台等の処分価

格から処分に要する費用を控除した額とする。 

 

２ 機能回復以外の方法による場合 

（１）買取区分が余剰買取の場合 

   下記Ａ及びＢの合計によるものとする。ただし、ＦＩＴ制度における調達期間及びＦＩＰ制度におけ

る交付期間（以下「調達期間等」という。）が２０年の場合についてはＡのみとする。なお、年間費用



負担相当額ａ、年間費用負担相当額ｂの取扱いは、事後対応、事前対応の別に応じて、下記の①事後対

応、②事前対応によるものとする。 

 

 Ａ：調達期間等における損害等 
 
    （１＋ｒ）

ｎ
－１ 

   年間費用負担相当額ａ×          
               ｒ（１＋ｒ）

ｎ
  

 

 ｎ：算定の起算日から調達期間等の終了までの年数。 

 ｒ：年利率とし、埼玉県県土整備部・都市整備部の公共用地の取得に伴う損失補償取扱要領第３２第１項 

（１）に定める年利率を準用する。 

 Ｂ：調達期間等の終了後の損害等 
 
           （１＋ｒ）ｎ①－１      １ 
   年間費用負担相当額ｂ×          ×         
               ｒ（１＋ｒ）ｎ①   （１＋ｒ）ｎ② 

 

 ｎ①：調達期間等の終了後より１０年を限度とし、太陽光発電設備の利用開始日より１０年を超過してい

る場合については、当該超過している年数を１０から控除した年数とする。 

 ｎ②：上記Ａにおけるｎによる。 

 ｒ ：年利率とし、埼玉県県土整備部・都市整備部の公共用地の取得に伴う損失補償取扱要領第３２第１項

（１）に定める年利率を準用する。 

 

 ①事後対応 

 ◇年間費用負担相当額ａ＝売電電力に係る減少量×{売電単価＋買電単価×（１－余剰売電比率）／余剰売

電比率} 

  ア 売電電力に係る減少量は、次式により算定した額とする。 

    算定の起算日より前１年分の日陰の影響がない場合における売電電力量（以下「従前売電電力量」

という。） － 工事の完了の日より後１年分の日陰の影響がある場合における売電電力量（以下「事

後売電電力量」という。） 

    １）従前売電電力量については、原則として、直近１年分の実績値を、直近３年間（多照年、寡照

年に該当する場合は、当該年を除く直近３年間）の気象庁が公表する当該地域周辺の平均全天日

射量データ（以下「全天日射量データ」という。）の平均値で補正する方法により算出するもの

とする。 

    ２）事後売電電力量については、①ア１）と同様に取り扱うものとする。 

  イ 売電単価は、既存の調達価格等とする。 

  ウ 買電単価は、当該地域における標準的な電力料金単価とする。ただし、これと実態が著しく異なる

場合については、別途調査のうえ個別に判定を行うものとする。 

  エ 余剰売電比率は、発電した電力量に占める売電電力量の割合をいい、当該費用負担の直近の年度に

おいて調達価格等算定委員会が公表する「調達価格等に関する意見」における余剰売電比率によるも

のとする。ただし、これと実態が著しく異なる場合については、別途調査のうえ個別に判定を行うも

のとする。 

 ◇年間費用負担相当額ｂ＝売電電力に係る減少量×{売電単価＋買電単価×（１－余剰売電比率）／余剰売

電比率} 

  ア 売電電力に係る減少量は、上記「年間費用負担相当額ａア」による。 



  イ 売電単価は、当該費用負担実施の直近の年度の電力市場における単価とする。 

    ただし、これと実態が著しく異なる場合については、別途調査のうえ個別に判定を行うものとする。 

  ウ 買電単価は、上記「年間費用負担相当額ａウ」による。 

  エ 余剰売電比率は、上記「年間費用負担相当額ａエ」による。 

 ②事前対応 

 ◇年間費用負担相当額ａ＝発電電力に係る減少量×{売電単価×余剰売電比率＋買電単価×（１－余剰売電

比率）} 

  ア 発電電力に係る減少量は、次式により算定した額とする。 

    従前の発電電力量－ 日陰が生じた後の発電電力量 

    １）従前の発電電力量は、算定の起算日より前１年分の売電電力量について、余剰売電比率で除し

た数値とする。なお、従前の発電電力量については、原則として、直近１年分の実績値を、直近

３年間（多照年、寡照年に該当する場合は、当該年を除く直近３年間）の全天日射量データの平

均値で補正する方法により算出するものとする。 

    ２）日陰が生じた後の発電電力量については、上記１）と同様に取り扱うものとする。この場合に

おいて、上記１）中「原則として、直近１年分の実績値」とあるのは「推計値」と読み替えるも

のとする。 

  イ 売電単価は、上記①「年間費用負担相当額ａイ」による。 

  ウ 買電単価は、上記①「年間費用負担相当額ａウ」による。 

  エ 余剰売電比率は、上記①「年間費用負担相当額ａエ」による。 

 

 ◇年間費用負担相当額ｂ＝発電電力に係る減少量×{売電単価×余剰売電比率＋買電単価×（１－余剰売電

比率）} 

  ア 発電電力に係る減少量は、上記②「年間費用負担相当額ａア」による。 

  イ 売電単価は、上記①「年間費用負担相当額ｂイ」による。 

  ウ 買電単価は、上記①「年間費用負担相当額ａウ」による。 

  エ 余剰売電比率は、上記①「年間費用負担相当額ａエ」による。 

（２）買取区分が全量買取の場合 

   下記によるものとする。なお、年間費用負担相当額の取扱いは、事後対応、事前対応の別に応じて、

下記の①事後対応、②事前対応によるものとする。 

 

  調達期間等における損害等 
 
             （１＋ｒ）

ｎ
－１ 

  年間費用負担相当額×           
              ｒ（１＋ｒ）

ｎ
 

  

 ｎ：上記（１）ｎによる。 

 ｒ：年利率とし、埼玉県県土整備部・都市整備部の公共用地の取得に伴う損失補償取扱要領第３２第１項

（１）に定める年利率を準用する。 

 ①事後対応 

  年間費用負担相当額＝売電電力に係る減少量×売電単価 

  ア 売電電力に係る減少量は、上記（１）①「年間費用負担相当額ａア」による。 

  イ 売電単価は、上記（１）①「年間費用負担相当額ａイ」による。 

 ②事前対応 

年間費用負担相当額＝発電電力に係る減少量×売電単価 



ア 発電電力に係る減少量は、次式により算定した額とする。 

従前の発電電力量－日陰が生じた後の発電電力量 

１）従前の発電電力量は、算定の起算日より前１年分の売電電力量とする。なお、従前の発電電力

量については、原則として、直近１年分の実績値を、直近３年分（多照年、寡照年に該当する場

合は、当該年を除く直近３年間）の全天日射量データの平均値で補正する方法により算出するも

のとする。 

２）日陰が生じた後の発電電力量については、上記１）と同様に取り扱うものとする。この場合に

おいて、上記１）中「原則として、直近１年分の実績値」とあるのは「推計値」と読み替えるも

のとする。 

  イ 売電単価は、上記（１）①「年間費用負担相当額ａイ」による。 


